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青少年の体験活動に関する規定について

○学校教育法（抄）

（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号）

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 （平成十八年法律第百二

十号）第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう

行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公

正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境

の保全に寄与する態度を養うこと。

三～十 （略）

第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育

指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体

験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、

社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならな

い。

※ 中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用。

○社会教育法（抄）

（昭和二十四年六月十日法律第二百七号）

（国及び地方公共団体の任務）

第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育

の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法によ

り、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文

化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な

需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行

うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び

家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、

及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及

び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努める

ものとする。

（市町村の教育委員会の事務）

第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地

方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

一 ～十三 （略）

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体

験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十五～十九 （略）
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（参考）

○教育基本法（抄）
（平成十八年十二月二十二日法律第百二十号）
（教育の目的）
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必

要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

（教育の目標）
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を

培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神

を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

（義務教育）
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受け

させる義務を負う。
２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会におい

て自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的
な資質を養うことを目的として行われるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切
な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収し
ない。

 
 
2



 

成人調査結結果① 

 

 

 
【成人調査】 

 

クロス集計の結果，子どもの頃の「自然体験」や「友だちとの遊び」，「地域活動」等の体験が豊富な人

ほど，「経験したことのないことには何でもチャレンジしてみたい」といった「意欲・関心」や，「電車やバス

に乗ったときお年寄りや身体の不自由な人には席をゆずろうと思う」といった「規範意識」，「友だちに相

談されることがよくある」といった「人間関係能力」が高い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 子どもの頃の体験が豊富な大人ほど，やる気や生きがいを持っている人が多く， 

モラルや人間関係能力が高い人が多い。 

図 3-3-①-2 

図 3-3-①-18 図 3-3-①-21 

［意欲・関心］ 

・もっと深く学んでみたいことがある 

・なんでも最後までやり遂げたい 

・経験したことのないことには何でもチャレンジし

てみたい 

・分からないことはそのままにしないで調べたい 

・いろいろな国に行ってみたい 

 

［規範意識］ 

・叱るべき時はちゃんと叱れる親が良いと思う 

・交通規則など社会のルールは守るべきだと思う 

・電車やバスの中で化粧や整髪をしても良いと思う

・電車やバスに乗ったとき，お年寄りや身体の不自

由な人には席をゆずろうと思う 

・他人をいじめている人がいると，腹が立つ 

 

［人間関係能力］ 

・人前でも緊張せずに自己紹介ができる 

・けんかをした友達を仲直りさせることができる 

・近所の人に挨拶ができる 

・初めて会った人とでもすぐに話ができる 

・友だちに相談されることがよくある 
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成人調査結果④ 

 

 

 
【成人調査】 

クロス集計の結果，子どもの頃の体験が豊富な大人ほど，最終学歴が「大学や大学院」と回答した割合
が高く，その他，現在の年収が高かったり，1 ヶ月に読む本の冊数が多くなる傾向がみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-5-1．子どもの頃の体験の多寡と「最終学歴」との関係 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       就業者（3,527 人）のみ 
図 3-5-2．子どもの頃の体験の多寡と「現在の年収」との関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-5-3．子どもの頃の体験の多寡と「1 ヶ月に読む本の冊数」との関係 

 

◇ 子どもの頃の体験が豊富な大人ほど，学歴が高い・収入が多い・読む本の冊数が多

い・結婚している・子どもの数が多い，という割合が高い。 
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新学習指導要領における体験活動に関する記載

○小学校学習指導要領（平成２０年３月）（抄）

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

２ （略）道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深める

とともに，児童が自己の生き方についての考えを深め，家庭や地域社会との連携を図り

ながら，集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動などの豊かな体験を通して児

童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際，特

に児童が基本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間とし

てしてはならないことをしないようにすることなどに配慮しなければならない。

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

（２） 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を

活用した問題解決的な学習を重視するとともに，児童の興味・関心を生かし，自主

的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

第３章 道徳

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（２） 集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動を生かすなど，

児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

第５章 総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

（３） 自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動などの

体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積極的に取り

入れること。

（４） 体験活動については，第 1 の目標並びに第 2 の各学校において定める目標及

び内容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けること。

（６） 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教

育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極

的な活用などの工夫を行うこと。

第６章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学校行事〕

２ 内容

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資

する体験的な活動を行うこと。
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（４） 遠足・集団宿泊的行事

自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自

然や文化などに親しむとともに，人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などに

ついての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。

※解説（抜粋）

(ｶ) 宿泊を伴う行事を実施する場合は，通常の学校生活で行うことのできる教育

活動はできるだけ除き，その環境でしか実施できない教育活動を豊富に取り入

れるように工夫する。また，集団宿泊活動については，望ましい人間関係を築

く態度の形成などの教育的な意義が一層深まるとともに，高い教育効果が期待

されることなどから，学校の実態や児童の発達の段階を考慮しつつ，一定期間

（例えば１週間（５日間）程度）にわたって行うことが望まれる。その際，児

童相互のかかわりを深め，互いのことをより深く理解し，折り合いを付けるな

どして人間関係などの諸問題を解決しながら，協調して生活することの大切さ

が実感できるようにする。

（５） 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの社会奉仕の

精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（１） （略）また，各教科，道徳，外国語活動及び総合的な学習の時間などの指導との

関連を図るとともに，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工夫

すること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

（４） 〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各種類ごとに，

行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を図るなど精選して

実施すること。また，実施に当たっては，異年齢集団による交流，幼児，高齢者，

障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実する

とともに，体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合

ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。

○中学校学習指導要領（平成２０年３月）（抄）

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

２ （略）道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深める

とともに，生徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き方についての自覚を深め，

家庭や地域社会との連携を図りながら，職場体験活動やボランティア活動，自然体験

活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配

慮しなければならない。その際，特に生徒が自他の生命を尊重し，規律ある生活がで

き，自分の将来を考え，法やきまりの意義の理解を深め，主体的に社会の形成に参画

し，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮し
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なければならない。

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

（２） 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を

活用した問題解決的な学習を重視するとともに，生徒の興味・関心を生かし，自主

的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

第３章 道徳

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（２） 職場体験活動やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動を生かすなど，

生徒の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

第４章 総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

（３） 自然体験や職場体験活動，ボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産

活動などの体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積極的

に取り入れること。

（４） 体験活動については，第 1 の目標並びに第 2 の各学校において定める目標及び内

容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けること。

（６） 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施

設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用

などの工夫を行うこと。

第５章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学校行事〕

２ 内容

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資

する体験的な活動を行うこと。

（４） 旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむとともに，

集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような

活動を行うこと。

（５） 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，職場体験などの職業や進路にかかわる

啓発的な体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きることの喜びを体

得し，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行

うこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（１） （略）また，各教科，道徳及び総合的な学習の時間などの指導との関連を図ると

ともに，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工夫すること。
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２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする

（３） 〔学校行事〕については，学校や地域及び生徒の実態に応じて，各種類ごとに，

行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を図るなど精選して

実施すること。また，実施に当たっては，幼児，高齢者，障害のある人々などとの

触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験活動を通

して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりするなどの活動を

充実するよう工夫すること。

○高等学校学習指導要領（平成２１年３月）（抄）

第１章 総則

第１款 教育課程編成の一般方針

４ 学校においては，地域や学校の実態等に応じて，就業やボランティアにかかわる体験

的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ，

望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。

第４章 総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

（３） 自然体験や就業体験活動，ボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産

活動などの体験活動，観察・実験・実習，調査・研究，発表や討論などの学習活動を

積極的に取り入れること。

（４） 体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目標及び内

容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けること。

第５章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学校行事〕

２ 内容

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，

学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

（４） 旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむとともに，

集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような

活動を行うこと。

（５） 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，就業体験などの職業観の形成や進路の

選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きるこ

との喜びを体得し，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるよ

うな活動を行うこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（１） （略）また，各教科・科目や総合的な学習の時間などの指導との関連を図る
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とともに，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工夫するこ

と。その際，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験的な活動や就業

体験などの勤労にかかわる体験的な活動の機会をできるだけ取り入れること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

（３） 〔学校行事〕については，学校や地域及び生徒の実態に応じて，各種類ごとに，

行事及びその内容を重点化するとともに，入学から卒業までを見通して，行事間の関

連や統合を図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては，幼児，高齢者，

障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実すると

ともに，体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合った

りするなどの活動を充実するよう工夫すること。

※ 上記の他、各教科の部分で、体験的な学習の必要性について随所に記載がある。

※ 特別支援学校については、原則として小学校・中学校・高等学校の学習指導要領に準

することとしている。
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公立公立青少年教育施設数青少年教育施設数の推移の推移
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※文部科学省 社会教育調査

青少年教育施設の指定管理導入率

17年度 16.7% 20年度 33.5%
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